
入 札 公 告 
 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

 令和 ７年 ９月 ３０日 

     経理責任者 

     独立行政法人国立病院機構 

       指宿医療センター院長 鹿島 克郎   

 

１ 調達内容  

 

（１）調達件名 

     社食業務委託契約 

 

（２）契約期間 

       令和 ７年１１月 １日から令和 ８年１０月３１日まで 

 

（３）履行場所 

鹿児島県指宿市十二町４１４５ 

     独立行政法人国立病院機構指宿医療センター 

 

（４）調達案件の仕様等 

別紙入札説明書・仕様書・契約書案のとおり 

 

（５）入札方法 

    入札金額については、(２)に定める契約期間に行う(１)の調達件名の履行に要する一切の費 

用を含めて記載すること。 

    なお、交渉権者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に、委託料については当該金 

額の１０パーセントに相当する額を加算した金額、食品料については当該金額の８パーセン

トに相当する額を加算した金額（それぞれ当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額とする。）をもって交渉金額とするので、入札者は消費税にかかる

課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず見積もった金額の、委託料については１

１０分の１００、食品料については１０８分の１００に相当する金額を記載した入札書を提

出しなければならない。 

 

２ 競争参加資格 

 

（１） 独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（以下契約細則という）第５条の規定に該当し

ない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために

必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

 

（２）契約細則第６条の規定に該当しない者であること。 

 

（３）厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のＡ､Ｂ､ＣおよびＤの等級に格付け

され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者。 

 

（４）契約細則第４条の規程に基づき、経理責任者が定める資格を有する者であること。 

 

 



 

 

３ 入札書の提出場所等 

 

（１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

     〒８９１-０４９８ 鹿児島県指宿市十二町４１４５ 

     独立行政法人国立病院機構指宿医療センター 契約係 

     624-ey@mail.hosp.go.jp 

 電話０９９３-２２-２２３１  

 

（２）入札説明書及び仕様書等の交付日時及び場所 

     日時：令和 ７年 ９月 ３０日(火)から令和 ７年 １０月１６日(木) 

             平日の８時３０分～１７時００分 

       場所：（１）の場所で交付する。 

 

（３）入札書の提出期限 

令和 ７年 １０月１６日（木） １７時００分 

 

（４）入札書の開札の日時及び場所  

     令和 ７年 １０月１７日（金） １１時００分 大会議室  

 

４ その他 

 

（１）契約手続において使用する言語及び通貨 

        日本語及び日本国通貨。 

 

（２）契約保証金  

     免除 

 

（３）入札者に要求される事項  

   この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した調達案件を 

   履行できることを証明する書類を添付して入札書の開札時に提出しなければならない。 

   入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から調達内容に関し説明を求め 

   られた場合は、それに応じなければならない。 

 

（４）入札の無効 

    本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を 

    履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 

 

（５）契約書作成の要否 

        要 

       

（６）第一交渉権者の決定方法 

    本公告に示した調達案件を履行できると経理責任者が判断した資料を添付して入札書を 

提出した入札者であって、契約細則第２１条の規定に基づいて作成された予定価格の制 

限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を第一交渉権者とする。 

 

（７）契約に係る情報の公開 

 独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則第２６条の２に基づき、公表基準契約品（該当 

品目にかかる予定価格が１００万円（賃借料又は物件の借り入れの場合は 80万円））を超え 



る契約を締結した場合には、契約締結の日の翌日から起算して７２日以内に次に掲げる事項を 

当院が当院ホームページにおいて公表しなければならない。（公表期間は契約を締結した日の 

翌日から起算して１年が経過する日まで行うものとする。） 

・物品等若しくは役務の名称及び数量 

 （複数品目を契約締結した場合の記載例 商品Ａ外○点） 

・契約を締結した日 

・契約の相手方の氏名及び住所 

・契約金額（年間予定数量に単価を乗じた額） 

・その他必要な事項 

 

（８）詳細は入札説明書による。 


